
独立行政法人福祉医療機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成26年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　当機構では、平成15年より特別手当において、基礎額に乗じる成績率に業績評価の結果及び
職務実績等を反映させている。
　成績率は、業績評価の結果及び職務実績等を考慮のうえ理事長が定める。ただし、機構が支
給する奨励手当の額の総額は、基礎額に100分の85を乗じて得た額を超えない。

　当機構の主要事業は社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融資業
務である。
　役員報酬水準を検討するにあたって、金融業務を実施している独立行政法人のうち東京都
23区内に本部事務所を置く法人のほか、同業務を行う特殊法人のうち役職員数（当機構265
人）で比較的同等と認められる、以下の法人を参考とした。

１） 独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）において、当
機構と同じくガバナンスの高度化に向けた取組みに係る業務の類型として金融業務を行うと
され、当業務について金融庁検査を導入する独立行政法人
○　独立行政法人農林漁業信用基金･･･（本部：東京都千代田区、役職員数122人、農林漁業
者の信用力を補完する保証保険業務等を実施）。
　公表資料によれば、平成25年度の長の年間報酬額は17,822千円であり、公表対象年度の役
員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、19,818千円と推定される。同様の考え方に
より、副理事長については16,931千円、理事については15,050千円、監事については12,892
千円と推定される。
○　独立行政法人中小企業基盤整備機構･･･（本部：東京都港区、役職員数794人、中小企業
政策全般にわたる総合的な支援機関として、住工混在の解消や街の活性化を目的とする集団
化、集積整備への貸付事業等を実施）。
　公表資料によれば、平成25年度の長の年間報酬額は17,510千円であり、公表対象年度の役
員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、19,244千円と推定される。同様の考え方に
より、副理事長については16,526千円、理事については14,287千円、監事については13,866
千円、非常勤監事については2,738千円と推定される。

２） 沖縄振興開発金融公庫･･･当該機関は、当機構と同様、金融業務を実施している（役員5
人　職員211人（平成26年度予算定員））。
　公表資料によれば、平成25年度の長の年間報酬額は16,567千円であり、公表対象年度の役
員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、18,606千円と推定される。同様の考え方に
より、副理事長については18,706千円、理事については16,194千円、非常勤監事については
6,012千円と推定される。

※　平成26年度の役員報酬の推計値に通勤手当を含まない。
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法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成26年度における改定内容

　役員報酬は、独立行政法人福祉医療機構役員給与規程に則り、月額及び特別
手当（期末手当及び奨励手当をいう。）から構成されている。
　月額については、俸給（914,000円）に特別調整手当（俸給に100分の12を乗
じて得た額）及び通勤手当を加算して算出している。
　期末手当については、基礎額（俸給＋特別調整手当＋俸給×100分の25＋俸
給及び特別調整手当の月額×100分の20。以下同じ。）に6月に支給する場合に
おいては100分の62.5、12月に支給する場合においては100分の77.5を乗じ、さ
らに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗
じて得た額としている。
　奨励手当については、基礎額に業績評価の結果及び職務実績等を反映した割
合（ただし、機構が支給する奨励手当の額の総額は、基礎額に100分の85を乗
じて得た額を超えない。）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　なお、平成26年度では、給与法指定職の改定に準拠した奨励手当支給率の引
き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。

法人の長に同じ（ただし、俸給は824,000円）

　独立行政法人福祉医療機構役員給与規程に則り、非常勤役員手当（月額
373,000円）を支給する。
　平成26年度における改定は行っていない。

法人の長に同じ（ただし、俸給は721,000円）
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２　役員の報酬等の支給状況
平成26年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,316 （特別調整手当）

17,035 10,968 4,516 235 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,186 （特別調整手当）

15,291 9,888 4,072 145 （通勤手当） ◇
千円 千円 千円 千円

1,186 （特別調整手当）

15,227 9,888 4,072 81 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,186 （特別調整手当）

15,402 9,888 4,072 256 （通勤手当） ※
千円 千円 千円 千円

1,038 （特別調整手当）

13,592 8,652 3,563 339 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

4,476 4,476 0 0 （　　　　）
注１：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

A理事

B理事

B監事
（非常勤）

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

法人の長

C理事

A監事
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融
通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行
い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上に寄与すること、また厚生年
金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年
金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的として
いる。
　そうした組織の中で、当機構の理事長には、事業の中核である福祉医療分野
における政策金融をはじめとする多種の事業を総括するため、福祉医療政策、
金融等にかかる幅広い見識や高いマネジメント能力が求められる。
　これら職務内容の特性のほか、他法人（１①に記載の独立行政法人農林漁業
信用基金、中小企業基盤整備機構及び沖縄振興開発金融公庫の理事長報酬推計
値の平均額19,223千円（通勤手当を含まない。））との比較や、当機構の平成
25年度業務実績評価結果が16項目中6項目Ｓ（中期目標を大幅に上回ってい
る）、10項目Ａ（中期目標を上回っている）であることを踏まえると、報酬水
準は低いものと考えられる。なお、現行の報酬額は当機構の現理事長が給与水
準の適正化のため職員の給与水準を引き下げるにあたり、自身の在任中の報酬
について自主的に年約100万円引き下げることとしたものであり、その経緯を
考慮（年約100万円引き下げなかった場合）したとしても、報酬水準は低いも
のと考えられる。

　理事についても法人の長と同様、多種の事業を総括するため、福祉医療政
策、金融等にかかる幅広い見識や高いマネジメント能力が求められる職務内
容の特性や他法人（１①に記載の独立行政法人農林漁業信用基金、中小企業
基盤整備機構及び沖縄振興開発金融公庫の副理事長及び理事の報酬推計値の
平均額15,793千円（通勤手当を含まない。））との比較を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。
　また、当機構の平成25年度業務実績評価結果については、16項目中6項目Ｓ
（中期目標を大幅に上回っている）、10項目Ａ（中期目標を上回っている）
であり、この点を踏まえても、報酬水準は妥当であると考えられる。

　当該役員の報酬は、類似の事業（金融業務）を実施する他法人と比較する
と妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や平成25年度業
務実績評価結果に鑑みても妥当な報酬水準であると考える。

　当機構の監事には、多種の事業の業務監査、法人の財産等の会計監査及び
理事の業務執行を監査する監事として、福祉医療政策、金融等に係る幅広い
見識により中立性・公平性を担保して監査業務を遂行することが求められ
る。
　報酬水準は、１①に記載の独立行政法人農林漁業信用基金及び中小企業基
盤整備機構の監事報酬推計値の平均額13,379千円（通勤手当を含まない。）
と同程度であり、妥当と考えられる。
　また、当機構の平成25年度業務実績評価結果については、16項目中6項目Ｓ
（中期目標を大幅に上回っている）、10項目Ａ（中期目標を上回っている）
であり、この点を踏まえても、報酬水準は妥当であると考えられる。

　常勤監事と同様、福祉医療政策、金融等にかかる幅広い見識や中立性・公平
性を担保して監査業務を遂行することが求められる。
　非常勤監事は法人によって勤務形態の違いがあると考えられるが、１①に記
載の中小企業基盤整備機構及び沖縄振興開発金融公庫の非常勤監事報酬推計値
の平均額4,375千円（通勤手当を含まない。）と単純比較すると、報酬水準は
同程度であると考えられる。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成26年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事A
（非常勤）

法人の長

該当者なし

該当者なし
理事A

該当者なし

該当者なし

理事A
（非常勤）

監事A
（非常勤）

監事A

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし
監事A

法人での在職期間

判断理由

法人の長

理事A
（非常勤）

　当機構では、平成15年より特別手当において、基礎額に乗じる成績率に業績評価の結果及び
職務実績等を反映させており、今後も継続する方針である。

5



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

　

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　当機構職員の給与水準を検討するにあたって、金融業務を実施している独立行政法人、特
殊法人のほか、平成25年国税庁民間給与実態統計調査によるデータのうち、国税局別表第4
表　国税局別及び業種別の給与額を参考にした。
① 独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構･･･独立行政法人改
革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）において、当機構と同じくガバナ
ンスの高度化に向けた取組みに係る業務の類型として金融業務を行うとされ、当業務につい
て金融庁検査を導入する独立行政法人のうち、本部事務所を東京に置く法人。
②沖縄振興開発金融公庫…金融業務を実施しており、職員数において当機構（役員6人、職
員259人）と同等の法人規模（役員5人　職員211人（平成26年度予算定員））となってい
る。
③ 国家公務員･･･平成26年国家公務員給与等実態調査において、国家公務員のうち行政職俸
給表（一）の平均給与月額は408,472円となっており、全職員の平均給与月額は415,426円と
なっている。
④ 平成25年国税庁民間給与実態統計調査において、東京国税局所管の民間企業の金融・保
険業の平均年間給与額は7,274千円となっている。

　独立行政法人福祉医療機構職員人事評価規程に則り職員の人事評価を実施し、その評価結
果を昇給や賞与（奨励手当）の成績率に反映させている。
　奨励手当の成績率（支給月数）への反映は、平成17年より実施しており、平成26年度にお
ける年間の成績率の差は最大で0.52月（5～7等級の職員にあっては0.72月）となっている。
　また、昇給への反映は平成20年より実施し、1回の昇給における昇給号俸数の差は最大で6
号俸（55歳超で2号俸）となっている。

　独立行政法人福祉医療機構職員給与規程に則り、本俸及び諸手当（役職手当、扶養手当、
特別都市手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手
当、期末手当及び奨励手当）としている。
　期末手当については、期末手当基礎額（本俸＋扶養手当＋特別都市手当＋役職段階別加算
額＋管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合に
おいては100分の137.5（職務の等級が5～7等級の職員にあっては、6月に支給する場合にお
いては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5）を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　奨励手当については、奨励手当基礎額（本俸＋特別都市手当＋役職段階別加算額＋管理職
加算額）に独立行政法人福祉医療機構職員特別手当支給細則に定める基準に従って定める割
合を乗じて得た額としている。
　なお、平成26年度では、人事院勧告に準じて①若年層に重点を置いた本俸基準表の引上げ
（平均0.3％）、②奨励手当の支給月数の引上げ（0.15月分）、③交通用具（自動車等）使
用者にかかる通勤手当の引上げを実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

217 41.1 7,267 5,437 204 1,830
人 歳 千円 千円 千円 千円

216 41.0 7,266 5,436 204 1,830
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

19 51.1 3,772 3,281 108 491
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 40.5 3,529 2,681 187 848
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 65.8 4,107 4,107 0 0

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員、任期付職員については、該当者が無いため省略した。
注３：研究職種、医療職種、教育職種については、該当が無いため省略した。
注４：常勤職員の技能職種（運転手）及び再任用職員については、該当者が２人以下であり、
　　　当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。
注５：非常勤職員の事務・技術（賞与なし）は、雇用契約上賞与を支給されない者である。

事務・技術

うち所定内
平成26年度の年間給与額（平均）

総額
人員 うち賞与平均年齢

事務・技術
（賞与なし）

再任用職員

区分

技能職種
（運転手）

非常勤職員

事務・技術

常勤職員

事務・技術
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：２０～２３歳の年齢区分に該当なし。

③

（事務・技術職員）

平均

代表的職位 人 歳 千円 千円

　・本部課長 32 50.2 10,381 11,315 ～7,847

　・本部係長 59 39.4 6,052 7,520 ～4,745

　・本部係員 41 28.2 4,106 6,446 ～3,407

④ 賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.1 54.5 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.9 45.5 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 49.0～34.5 49.0～36.6 49.0～35.6

％ ％ ％

64.6 62.7 63.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.4 37.3 36.5

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～27.3 45.9～30.2 45.5～28.9

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低
人員

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕

平均年齢

0
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳
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平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 114.8

・年齢・地域勘案 102.1

・年齢・学歴勘案 111.7

・年齢・地域・学歴勘案 100.0

①在勤地が大都市圏であること

②大学卒以上の比率が高いこと

（法人の検証結果）

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　18.0％】

【累積欠損額－円（平成25年度決算）】

【管理職の割合18.1％（常勤職員（事務・技術）数216名中39名）】

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合　0.9％】

【法人の業績評価】

【住居手当を受給している者の割合】

【検証結果】

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、機構の在勤
地は大都市圏（東京都特別区及び大阪市）であり、特別都市手当（国の地
域手当に相当）の支給対象に差があること。
（職員（事務・技術）の割合…東京都特別区：89.4％、大阪市：10.6％）

　不要財産の国庫納付に向けた取組として職員宿舎を廃止したことに伴
い、当機構職員における住居手当を受給する者の比率が37.5％となった
一方、国家公務員（行政職（一））の住居手当を受給している者の比率は
18.0％（平成26年国家公務員給与等実態調査第9表）であること。
　なお、住居手当の支給基準、支給限度額は国と同じである。

項目

 （評価委員会の評価において、16項目中6項目Ｓ（中期目標を大幅に上
回っている）、10項目Ａ（中期目標を上回っている）：平成25年度業務実
績）

・下記のとおり、在勤地が大都市圏であること、大卒以上の高学歴者の割合
が高いことから、対国家公務員指数114.8と国家公務員に比較して給与水
準が高くなっているが、地域・学歴差を勘案すると、対国家公務員指数は
100.0となっており、当機構の給与水準は、国家公務員とほぼ同水準であ
る。

【大卒以上の高学歴者の割合89.8％（常勤職員（事務・技術）数216名中194
名）】

内容

　国家公務員（行政職（一））の大学卒以上の比率は53.6％（平成26年国家
公務員給与等実態調査第2表）であるのに対し、当機構職員（事務・技術）
の大学卒以上の比率は89.8％となっており、学歴構成による差があること。

（国からの財政支出額35,422百万円、支出予算の総額 197,091百万円：
平成26年度予算）

（支出総額193,107百万円、給与・報酬等支給総額1,833百万円：平成25
年度決算）

・在勤地が大都市圏であること、大卒以上の高学歴者の割合が高いことか
ら、対国家公務員指数114.8と国家公務員に比較して給与水準が高くなっ
ているが、地域・学歴差を勘案すると、対国家公務員指数は100.0となって
おり、当機構の給与水準は、国家公務員とほぼ同水準といえる。

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証
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（主務大臣の検証結果）

・また、当機構の常勤職員（事務・技術）の平均給与額は7,266千円であり、
金融・保険業の平均年間給与額は7,274千円（平成25年国税庁民間給与実
態統計調査の国税局別表第4表における東京国税局所管の民間企業の平
均給与）とほぼ同水準となっている。
　当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行ってお
り、金融に関する専門性を有する公庫等の給与水準等を勘案しながら、必
要な人材が確保できる水準とすることとしている。

・事務・技術職における管理職の割合は、18.1％となっている。

・国の財政支出年額35,422百万円の内訳は運営費交付金3,470百万円、社
会福祉振興助成事業にかかる助成費補助金1,300百万円、退職手当共済
事業に係る給付費補助金25,030百万円、福祉・医療貸付事業に係る利子
補給金5,622百万円である。
　また、支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合は0.9％となってい
る。

講ずる措置

■これまでに講じた措置
・平成16年度
   全職員の昇給を停止
   国家公務員に先立って、職階と等級の明確化及び昇給カーブの抑制を
目的とした本俸基準表の引き下げを実施（平均△5.3%）
・平成16～23年度
   組織のスリム化の推進（部長△4、次長△2、課長△10）
・平成22年度
   管理職層等を対象とした機構独自の本俸基準表の引き下げ措置を実施
（平均△1.0%）
・平成23年度
　 中高齢層を対象とした機構独自の本俸基準表の引き下げ措置を実施
（平均△1.0%）
・平成24～25年度
　国家公務員の給与特例法に準じた給与減額支給措置の実施
　1.本俸
　　① 課長相当職員以上（役員、7～5等級）　△9.77％
　　② 課長代理、係長相当職員（4～3等級）　△7.77％
　　③ 係員（2～1等級）　　　　　　　　　　　　　　△4.77％
　2.役職手当　一律△10％
　3.期末手当及び奨励手当　一律△9.77％　等
・平成26年度
　参事制度（年齢到達により管理職ポストを外れる仕組み）の対象年齢の引
下げ及び副参事制度（年齢到達により課長代理ポストを外れ、本俸△10%と
する仕組み）の導入を実施。いずれも平成26年度より段階的に実施し、平成
28年度までに対象年齢を55歳まで引き下げる。

■今後講ずる措置
　必要な人材の確保のための給与水準に配慮しつつ、国家公務員の取組
状況を踏まえ、以下の取組みを実施する。
・世代間の給与配分見直しの観点から、高位号俸対象者を減額し、若年層
を増額する本俸基準表の見直しを実施。

・特別都市手当（国の地域手当に相当）について、国は平成18年度以降
6％引き上げ、東京都特別区の支給割合が平成22年度に18％（※平成29
年度までの経過措置終了後20％）となったが、当機構は引き続き12％に据
え置き、抑制を継続する。
なお、大阪支店に勤務する職員の支給割合については、10%から9%に引き
下げる。

・55歳を超える職員（3等級（係長級）以下の職員を除く）に対する本俸、役
職手当等の支給額について、国を上回る引き下げを引き続き実施（国△
1.5%：機構△2.0%）

地域・学歴を勘案すると、給与水準が国家公務員と同水準となっているが、
今後とも適正な給与水準の在り方について検討を進めていただきたい。

　給与水準の妥当性の
　検証
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○　22歳（大卒初任給、独身）
月額205,900円　年間給与　3,302,000円
○　35歳（本部係長、配偶者・子1人）
月額370,800円　年間給与　5,987,000円
○　45歳（本部課長代理、配偶者・子2人）
月額546,300円　年間給与　8,760,000円

　独立行政法人福祉医療機構職員人事評価規程に則り職員の人事評価を実施し、その評
価結果を昇給や賞与（奨励手当）の成績率に反映させており、今後も継続する方針であ
る。
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Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度 平成○年度 平成○年度 平成○年度 平成○年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度増減要因

Ⅳ　その他

非常勤役職員等給与
224,514

退職手当支給額
92,316 82,529

2,065,879

区　　分

1,832,917
給与、報酬等支給総額

218,019

②　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）
に基づき、平成25年3月29日に退職手当支給規程を改正した（役員については平成25年1月
1日、職員については平成25年4月１日から適用）。
 
　（役員に関する講じた措置の概要）
　退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年１月１日から適用。
　・　平成24年12月31日まで　　　　　　　　　 100/100
　・　平成25年１月１日から同年９月30日まで　　97.35/100
  ・　平成25年10月１日から26年６月30日まで　91.35/100
　・　平成26年７月１日以降　　　　　　　　　　86.35/100
 
 
　（職員に関する講じた措置の概要）
　退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年４月１日から適用。
　・　平成25年3月31日まで　　　　　　　　　 100/100
　・　平成25年4月１日から同年９月30日まで　　98/100
  ・　平成25年10月１日から26年６月30日まで　92/100
　・　平成26年７月１日以降　　　　　　　　　　87/100

2,809,561

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

　平成24年度から実施した特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連した措置が平成
25年度末で終了したこと、平成26年度に人事院勧告に準ずる給与改定を実施したこと、欠員
補充のための採用により職員数が増加したことから、給与、報酬等支給総額が対前年度比
12.7％増、非常勤役職員等給与が対前年度比3.0％増となった。
　また、給与、報酬等支給総額及び非常勤役職員等給与の増加に伴い、法定福利費が増加
し、福利厚生費については対前年度比8.5％増となった。
　退職手当支給額については、対前年度比で10.6％の減少となり、最広義人件費は対前年
度比で10.4％の増加となった。

2,545,814

402,562 436,639
福利厚生費

特になし
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